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「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務における入港日のブランク化（自動補完）

・ 海上における「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務等において、「入港年月日」欄のブランク化を可能とし、申告時点で
「入港年月日」を自動補完する機能の追加を実施する。

詳細仕様検討結果

海上においても、「入港年月日」欄をブランクのまま輸入申告事項登録及び後続の予備申告を実施することを可能とし、
通常申告又は本申告時に、貨物情報から入港年月日を自動補完することとする。対象業務は以下のとおり。

①「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 ②「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務
③「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務（予備申告中のみ）④「輸入申告（ＩＤＣ）」業務
⑤「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務

海上貨物ＤＢ

自動補完

※航空においては、既に同様の仕様が実装されている。

「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務等
により、貨物情報ＤＢに入港年月日
が登録される。

通常申告・本申告時に貨物情報から入港年月日を
自動補完する。
※通常申告・本申告自動起動の場合も同じ。

輸入申告事項登録
ＩＤＡ

輸入申告
ＩＤC（予備申告）

輸入申告
ＩＤC

（通常申告・本申告）

入港年月日はブランク可。

予備申告も入港年月日ブラン
クのままで実施可能。

ＩＤＡ業務時の処理結果 航空
海上

現行 次期

貨物ＤＢなし 正常終了 エラー 正常終了

貨物ＤＢあり
入港年月日の登録無し 正常終了 エラー 正常終了

入港年月日の登録有り 正常終了（自動補完） 正常終了（自動補完） 正常終了（申告時に補完）

変更となるパターン

変更イメージ

Ⅵ 主な詳細仕様検討結果（通関）


